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そのサイト大丈夫 !?　悪質通販サイトに注意

　通販サイトで海外メーカーの財布を購入し、指定さ
れた口座に代金３万円を振り込んだ。業者から「商品
を発送した」というメールが届いたが、いつまで経っ
ても商品が届かない。そのため、業者に「解約するの
で、返金してほしい」とメールをしたが、返事がない。
電話番号は知らない。

①購入前に、通販サイト内の記載や支払い方法を確認
しましょう。
②注文手続きを進めたら、確定する前に最終確認画面
を確認しましょう（悪質通販サイトの場合、最終確
認画面が表示されず、注文が確定してしまうことが
あります）。
③商品が届かないなどのトラブルに遭った場合、クレ
ジットカード会社などの決済関連事業者に相談しま
しょう。
④不安に思ったら、消費生活相談センターなどに相談
してください。

事例

消費者へのアドバイス

　トラブルが寄せられるサイトには、次のような特徴
が見受けられます。ネット通販で商品を購入する際に、
必ず確認しましょう。
・支払い方法が限定されている。
・振り込み先の銀行口座の名義が個人名である。
・サイト上に、事業者の名称、住所、電話番号が明確
に表示されていない。
・ブランド品、メーカー品で、価格が通常より安い。
・サイト内の日本語が正しく表記されていない。
・市場では希少なものが、このサイトでは入手可能に
なっている。
・キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載さ
れていない。
※これらに当てはまらないサイト
であっても、悪質サイトの場合
もあります。購入する場合は十
分注意してください。

悪質サイトを見分けるポイント

vol. 1
問 町消費生活相談室（総合政策課内）　☎（232）2112

㈪㈭　午前10時～午後４時相談受付時間消費生活通信

『どうしたの』　その関心が　いじめを防ぐ
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　2016（平成28）年４月に施行された障害者差別解消法が、４月１日に改正されました。
１　障害者差別解消法とは
　現在、世界では、人々の偏見や建物の造り、制度などの社会の仕組みに問題があるため、「障害」が生
じると考えられており、「障害の社会モデル」と呼ばれています。この視点から、障害者差別解消法には、
次の３つのことが定められています。
　①　障害を理由に差別的取り扱いや権利侵害をしてはいけない。
　②　社会的障壁を取り除くために合理的配慮をすること。
　③　国は差別や権利侵害を防止するための啓発や取り組みを行うこと。
２　どう改正されたのか
　②の「合理的配慮」について、改正前は「行政機関には義務、民間事業者には努力義務」でしたが、改
正により民間事業者にも義務付けが拡大されました。
３　合理的配慮とは
　障がいのある人もない人も平等な機会を確保するため、事業者や行政が障
がいの状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整をし、サービスを提供す
ることを「合理的配慮」といいます。事業者は、障がいのある人から「困っ
ている」と意思表示があったとき、負担がかかり過ぎない範囲で対応する必
要があります。「変更や調整」とは、資料にルビをふったり、建物の段差を
なくすためにスロ－プを設置したり、他人の視線をさえぎる空間を用意した
りすることです。
　合理的配慮について、具体的にどうしたらいいか迷うときは、障がいのあ
る人と対話を重ね、互いが意見を伝え納得できるように考え合いましょう。
合理的配慮により「誰もが住みやすい社会」を創造していくことが大切です。

「合理的配慮」を考える ～障害者差別解消法改正～

筆談も合理的配慮のひとつ

◦焼きそば
◦たこ焼き
◦わたあめ
◦かき氷
◦冷凍パイン　など

食べ物屋台 遊び屋台 水鉄砲遊び

さんふれあ
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第３回

◦輪投げ
◦射的
◦くじ引き
◦金魚すくい
◦バルーン釣り　など

詳しくは公式インスタグラム
でお知らせ
します。

※イベント・出店の内容は、予告
なく変更になる場合があります。


